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瀬戸市物品等事後審査型一般競争入札実施要領 

（趣旨） 

第１条 この要領は、瀬戸市が行う物品購入、賃貸借、業務委託及びその他（以下

「物品等」という。）の入札のうち入札後に入札価格の低い者から一般競争入札

に参加する者に必要な資格（以下「入札参加資格」という。）の確認を行い、入札

参加資格を満たす場合に落札者として決定する一般競争入札（以下「物品等事後

審査型一般競争入札」という。）を実施するに当たり必要な事項を定める。 

（対象物品等） 

第２条 物品等事後審査型一般競争入札の対象となる物品等（以下「対象物品等」

という。）は、次の各号に掲げる物品等の区分に応じて、当該各号に定める予定価

格の額を超える物品等のうち市長が定めるものとする。 

⑴ 物品購入 １５０万円 

⑵ 賃貸借 ８０万円 

⑶ 業務委託 １００万円 

⑷ 前各号に掲げるもの以外のもの １００万円 

（入札参加資格等の公告） 

第３条 物品等事後審査型一般競争入札に参加する者（以下「入札参加者」という。）

に必要な資格及び入札実施の公告は、瀬戸市契約規則（昭和４０年瀬戸市規則第

１８号）第７条及び第８条の規定に基づき行う。 

（入札参加資格要件） 

第４条 物品等事後審査型一般競争入札に参加する者（以下「入札参加者」という。）

は、次の各号に掲げる資格要件を備えなければならない。 

⑴ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項の規定

に該当しない者であること。 

⑵ 瀬戸市競争入札参加資格者名簿（物品等）に登録されていること。 

⑶ 対象物品等の入札公告日から開札日までの間、瀬戸市指名停止取扱要領（平

成１３年８月１日施行）に基づき、指名停止措置を受けていないこと。 

⑷ 瀬戸市が行う事務及び事業からの暴力団排除に関する合意書（平成２３年９

月２９日付け瀬戸市長・愛知県瀬戸警察署長締結）及び瀬戸市が行う契約等か
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らの暴力団排除に関する事務取扱要領（平成１９年１２月１日施行）に基づく

排除措置を受けていないこと。 

⑸ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立がな

されている者にあっては、同法に基づく更生手続開始の決定を受けていること。 

⑹ 民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき民事再生手続開始の申立

がなされている者にあっては、同法に基づく再生手続開始の決定を受けている

こと。 

（入札参加申請等） 

第５条 入札参加者は、入札公告に記載された期間内に入札するものとする。 

（落札候補者の決定） 

第６条 物品等事後審査型一般競争入札においては、予定価格の制限の範囲内で最

低の価格で入札した者（最低制限価格を設けた場合には、予定価格の制限の範囲

内で最低制限価格以上の価格で入札した者のうち、最低の価格で入札した者）を

落札候補者とし、落札候補者の次の順位の価格で入札した者を次順位者とし、入

札参加資格の確認が終了するまで落札を保留するものとする。 

２ 前項の落札候補者となる者が２以上あるときは、くじにより落札候補者及び次

順位者を決定するものとする。 

（入札参加資格の確認） 

第７条 落札候補者は、入札公告に記載の期日までに、別に定める入札参加資格確

認申請書その他指示する書類（以下「申請書等」という。）に必要事項を記入のう

え、提出しなければならない。 

２ 市長は、開札後に落札候補者から提出された申請書等を基に、入札参加資格要

件（以下「参加要件」という。）を審査し、参加要件を満たす場合は当該落札候補

者を落札者とする。 

３ 前項の規定による審査の結果、落札候補者が参加要件を満たさない場合は、当

該落札候補者の入札を無効とする。この場合において、次順位者を新たな落札候

補者とし、前条の規定により当該落札候補者に対する次順位者を決定し、前項の

審査を行うものとする。 

４ 前項に規定する審査は、入札参加者のうち落札者が決定するまで行うものとす
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る。 

５ 市長は、第３項の規定により入札を無効と決定した落札候補者に対して、速や

かに入札無効の旨を通知するものとする。 

（入札の中止等） 

第８条 市長は、事故が発生した場合、不正な行為等により必要があると認める場

合は、入札の延期若しくは中止又は取消しを行うことができる。 

（入札結果の公表等） 

第９条 この要領により一般競争入札に付した対象物品等の入札及び契約に関する

情報の公表については、瀬戸市入札及び契約に関する情報の公表に係る取扱要領

（平成１５年４月１日施行）の定めるところにより公表するものとする。 

（その他） 

第１０条 この要領に定めるもののほか、必要な事項については、市長が定める。 

    

附 則 

 この要領は、令和７年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要領は、令和７年３月３１日から施行する。 

 

  

 

 

 


